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総　則総　則第1 章

【相続開始の原因】
第 882 条
　相続は、死亡によって開始する。
【相続開始の場所】
第 883 条
　相続は、被相続人の住所において開始する。

被相続人
　相続財産を有していた死者。

住　所
　人の生活の本拠地（22条）。

用語

　人が死亡すれば、相続の効力が発生しま
す。これを相続の開始といいます（882条）。
戦前の家

か

督
とく

相続では、戸
こ

主
しゆ

が隠
いん

居
きよ

をすれば、
生前であっても家督相続が開始されること
になっていましたが（旧 964 条）、家督相
続を廃止した現行法では、人の死亡が唯一
の相続開始原因です。人が死亡した場合、
医師の死亡診断書又は死体検案書を添

そ

えて
役所に死亡届を提出しますが、死亡届の提
出及び戸籍への記載は相続開始の要件では
ありません。
　水害や火災その他の災害によって死亡し
たことは確実だが、死体が発見されない場
合には、その取り調べにあたった官庁又は
公署が死亡の認定をして死亡地の市町村長
に死亡の報告をすれば戸籍に死亡の記載が
なされます（戸籍法 89 条）。これを認定
死亡といいます。
　認定死亡は死亡したことが確実な場合で
なければすることができないので、たとえ
ば夫が蒸発し、音

おん

信
しん

不通のため、生死不明

相続の開始―人の死亡資料１

の状態が長期間継続している場合には、死
亡を認定することができません。しかし、
それでは夫の生死不明の状態が続く限り妻
はいつまでたっても夫の財産を相続するこ
とができません。そこで、このように、従
来住んでいた所を去った不在者の生死不明
の状態が長期間継続している場合には、不
在者の配偶者等の利害関係人は、家庭裁判
所に対し失

しつ

踪
そう

宣告を申し立てることができ
（30 条）、この申立てに基づき家庭裁判所
により失踪宣告を受けた者は死亡したもの
とみなされることになっています（31条）。
たとえその者がどこかで生きていたとして
も、失踪宣告により法律上は死亡したもの
とみなされるので、その者の相続が開始さ
れることになります。失踪宣告を申し立て
ることができるのは、①不在者の生死が７
年間明らかでない場合、②戦地に臨んだ者
の生死が戦争終決後１年間明らかでない場
合、③沈没した船舶に乗っていた者の生死
が沈没後１年間明らかでない場合、④その
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　相続人が相続するためには、当然のこと
ですが、被相続人が死亡した時点において
相続人は生存していなければなりません。
　では、たとえば次の図の父と子が乗って
いた飛行機が墜落して２人とも死亡した場
合、父の財産は誰がどのような割合で相続
するのでしょうか（子の財産はゼロとします）。

祖父

父

子

飛行機事故
で死亡

母

　まず、先に父が死亡し、その後で子が死
亡した場合を考えてみます。父が死亡した
時点では、子は生きていたのですから、父
の相続人は配偶者である母と子で、その相
続分は母が２分の１、子が２分の１です。
しかし、その後、子も死亡したので、子の
相続が開始し、相続人
は直系尊属である母だ
けですので、父死亡に
よる子の相続分２分の
１は母が相続し、母は、
結局、父の全財産を相
続することになります。
　次に子が先に死亡し
たとすれば、どうなる
でしょうか。子の相続

同時死亡の推定資料２

人は直系尊属の中でも親
しん

等
とう

の近い父母です
が、子には財産がないので相続は問題にな
りません。子の死亡後に死亡した父の相続
人は配偶者である母と直系尊属である祖父
で、その相続分は、母が３分の２、祖父が
３分の１です。
　このように、父と子のどちらが先に死亡
したかにより父の相続人とその相続分が異
なるため、両者の死亡した時点を明らかに
して、相続人と相続分を確定する必要があ
ります。
　しかしながら、現代の最新の医学をもっ
てしても、同一の飛行機事故で死亡した２
人の親族の死亡の前後を確定することが不
可能な場合があります。こうした場合には
相続人と相続分が確定しないために、親族
間で遺産をめぐる紛争が起きるおそれがあ
ります。
　そこで、民法にはこうした場合に備えて、
「同時死亡の推定」に関する規定（32条の
２）が置かれています。それによると、数
人が死亡し、その中の１人が他の者が死亡
した後も生存していたことが明らかでない

他の危難に遭
そう

遇
ぐう

した者の生死が危難が去っ
た後１年間明らかでない場合です（30条）。
死亡の時点は、①の場合は７年の期間が満

了した時、②の場合は戦争が終決した時、
③の場合は沈没した時、④の場合は危難が
去った時です（31条）。

⑴　父が先に死亡した場合の相続

1
2

祖父

父

子

母
1
2

父の財産を
全部相続

⑵　子が先に死亡した場合の相続
　　　　　　（同時死亡の場合）

2
3

祖父

父

子

母

1
3
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【相続回復請求権】
第 884 条
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知っ
た時から５年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から 20
年を経過したときも、同様とする。

請求権
　他人に対し一定の行為を請求しうる権利。

相続人
　相続する者。

法定代理人
　法律上、当然にある人（本人）の代理権を有する者。親権者（824条）や後見人（859条）
など。

相続権
　相続によって相続人が取得した包括的な権利。このほか、民法は、相続開始前における推
定相続人の地位を相続権と呼んでいます（たとえば 887条２項）。

用語

　戸籍上は相続人としての地位にありなが
ら、実際には相続権を有しない者（表

ひよう

見
けん

相
続人）―たとえば欠

けっ

格
かく

者（891 条）や被
相続人により廃

はい

除
じよ

された者（892 条）―
が相続財産を占有している場合、真の相続
人（真

しん

正
せい

相続人）は相続権の侵害を理由と
して表見相続人に対し相続財産の回復を請
求することができます。この権利を相続回
復請求権といいます。民法は 884 条にお
いて相続回復請求権の消滅時効を定めてい
ますが、それ以外に、相続回復請求権の当

相続回復請求権資料

事者や内容については規定を設けていない
ので、判例や学説により次のように理解さ
れています。
⑴　請求権者
　相続回復請求権を行使することができる
のは、遺産の占有を失っている真正相続人
とその法定代理人です。遺産分割前に相続
人から相続分を譲り受けた者（905 条）は、
相続人と同じ資格を有するので、相続回復
請求権を行使することができます。しかし、
遺産を構成する個々の財産の譲

ゆずり

受
うけ

人
にん

は、相

ときは、これらの者は同時に死亡したもの
と推定されます。同時に死亡したと推定さ
れると、一方が死亡した時点において他方
は生存していなかったことになるので、互
いの間に相続は起きないことになります。
したがって、父と子が同時に死亡したもの
と推定される場合には、父の相続に関して
は子はいなかったものとして扱われ、結局、

母と祖父が相続人となり、母が３分の２、
祖父が３分の１を相続することになります。
　なお、同時死亡の推定がはたらく場合に
も、代

だい

襲
しゆう

相
そう

続
ぞく

が認められるので（887 条
２項）、死亡した子に子がいた場合、つま
り被相続人である父からみれば孫がいた場
合には、孫が代襲相続人となるので、直系
尊属である祖父は相続できません。
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続回復請求権を行使することはできず、所
有権に基づく返還請求権によらなければな
りません。
⑵　相手方
　相続回復請求の相手方は、相続財産を占
有している表見相続人です。前述した相続
欠格者や被廃除者のほか、実際には他人の
子でありながら戸籍上は被相続人の子とし
て記載されている者、無効な婚姻・養子縁
組に基づいて配偶者・養親を相続した他方
配偶者・養子などがその例です。表見相続
人から相続財産を取得した第三者に対して
は、相続回復請求権ではなく、所有権に基
づく返還請求権によって相続財産の回復を
請求します。
　共同相続人の一部の者が他の者を除外し
て相続不動産について相続登記をしたり、
遺産分割をした場合の相続回復―具体的に
は登記の抹消・再分割請求―にも 884 条
が適用されます。ただし、判例は、「共同
相続人のうちの１人もしくは数人が、他

た

に
共同相続人がいること、ひいて相続財産の
うちその１人もしくは数人の本来の持

もち

分
ぶん

を
超える部分が他の共同相続人の持分に属す
るものであることを知りながらその部分も
また自己の持分に属するものであると称
し、又はその部分についてもその者に相続
による持分があるものと信ぜられるべき合
理的な事由（たとえば、戸籍上はその者が

唯一の相続人であり、かつ他人の戸籍に記
載された共同相続人のいることが分

ぶん

明
めい

でな
いことなど）があるわけでもないにかかわ
らずその部分もまた自己の持分に属するも
のであると称し、これを占有管理している
場合は、もともと相続回復請求制度の適用
が予定されている場合にはあたらず、した
がって、その１人又は数人は右のように相
続権を侵害されている他の共同相続人から
の侵害の排除の請求に対し相続回復請求権
の時効を援

えん

用
よう

してこれを拒
こば

むことができる
ものではないといわなければならない」と
して、悪意又は過失ある共同相続人は、相
続分を侵害された他の共同相続人からの相
続登記の抹消請求や再分割請求に対し、
884 条の消滅時効を援用してその請求を
免
まぬが

れることはできないとしています（最判昭
和53年12月20日民集32巻９号1674頁）。
⑶　行使の方法
　相続回復請求権は必ずしも訴えの方法に
よる必要はありません。裁判外の請求も、
催
さい

告
こく

として消滅時効を中断する効力があり
ます。
　訴えによる場合、原告である相続人は、
返還されるべき財産を逐

ちく

一
いち

特定明示する必
要はなく、相続財産を一括して回復請求す
ることができます。原告は裁判において自
分が相続人であること、及び返還されるべ
き財産が相続財産に含まれていたことを主
張立証しなければなりませんが、被相続人
がその財産につき権利を有していたことを
立証する必要はありません。
⑷　消滅時効
　相続回復請求権は、相続人又はその法定
代理人が相続権を侵害された事実を知った
時から５年で、また相続開始の時から 20
年で時効により消滅します（884 条）。「相
続権を侵害された事実を知った時」とは、
単に相続開始の事実を知るだけでなく、自

被相続人

真正相続人 表見相続人

占有

相続回復請求権

遺
産

相続欠格者
被廃除者など
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　相続人は、相続の承認又は放棄をするま
での間、相続財産を管理しなければなりま
せん（918 条）。さらに限定承認した相続
人は、相続財産の管理を継続する一方で
（926 条）、債

さい

務
む

及び遺
い

贈
ぞう

を弁
べん

済
さい

して相続
財産を清算しなければなりません（927
条以下）。このほか、財産分離の請求があっ
た場合（943 条・944 条）や相続人不存
在の場合（951 条以下）などにおいても
相続人や相続財産の管理人に管理・清算義
務が課されています。
　ところで、相続財産の管理・清算にあたっ
て、いろいろな費用がかかることがありま
す。たとえば、相続不動産に対する固定資
産税等の公租・公課、相続不動産が未登記
であった場合の登記料（登録免許税）、財
産目録作成費用、鑑定・換価・弁済・訴訟
に要する費用などです。これらの費用を相
続財産に関する費用といいます。
　相続財産の管理・清算義務を負っている
相続人等は、相続財産に関する費用を相続

相続財産に関する費用資料

財産から支払うことができます（885 条
１項本文）。相続人は相続開始前から有し
ている自己固有の財産からその費用を支払
う必要はありません。
　このことは相続人が単純承認をして相続
財産と固有の財産が１つになった場合には
意味はありませんが、限定承認、放棄、財
産分離などの場合には、相続財産と相続人
の固有の財産が分離され、「相続財産に関
する費用」債務については相続財産の限度
で支払えばよいので、重要な意味を持ちま
す。
　なお相続財産に関する費用であっても、
相続財産の管理・清算にあたっている相続
人の過失によって生じた費用は、相続財産
から支払うことはできず、過失ある相続人
自身の固有財産から支払わなければなりま
せん（885 条１項ただし書）。ただし、相
続財産を管理する際の注意義務の程度は
「自己の財産におけるのと同一の注意」で
足りるとされているので、過失が認定され

【相続財産に関する費用】
第 885 条
相続財産に関する費用は、その財産の中から支

し

弁
べん

する。ただし、相続人の過失に
よるものは、この限りでない。
② 前項の費用は、遺留分権利者が贈与の減

げん

殺
さい

によって得た財産をもって支弁するこ
とを要しない。

遺留分権利者
　相続財産につき遺留分を有する相続人。民法 1028 条に規定されています。

贈与の減殺
　遺留分の割合だけ贈与の効力を失わさせ、贈与されたものを取り戻すこと。

用語

分が真正相続人であることを知り、かつ自
分が相続から除外されていることを知った

時です。
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る場合は少ないといえます。
　また、遺留分を侵害された遺留分権利者
が減

げん

殺
さい

請求権（1031 条）の行使によって

取得した財産は、相続財産費用の負担につ
いては相続財産には含めません（885 条
２項）。
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